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第１ 外部監査の概要 

 １ 外部監査の種類（略） 

 ２ 選定した特定の事件（略） 

 ３ 事件を選定した理由（略） 

４ 外部監査の対象 

まず第１に，いじめの問題である。本市に所在する学校（高知市立

小学校，同中学校，同高等学校，同義務教育学校及び特別支援学校を

いい，以下，特に断りのない限り「学校」と総称する。）における，児

童生徒１，０００人あたりのいじめの認知件数は，平成２８年度は２

３．３件であったが，平成３１年度は３３．４件と増加傾向にある。 

第２に，不登校の問題である。不登校児童生徒の件数自体は，本市

を含む高知県全体でも高い水準にあり，令和３年度の高知県の調査で

は，学校を３０日以上欠席した不登校の小学生は，１，０００人あた

り１４．８人と全国平均の１３．０人を上回り，中学生では６１．２

人と全国で最も多い。本市においても同様の傾向がある。 

第３に，就学援助制度である。実は高知県は，就学援助率（要保護・

準要保護児童生徒の合計を，公立学校児童生徒総数で除したもの）の

割合が全国でも突出している。これを本市についてみれば，小学校で

約２６％，中学校で約３７％と，高知県全体よりもさらに割合が高く

なる。 

第４に，教員の労務管理，特に労働時間の管理についてである。そ

もそも教員の労働時間はどのように決められ，どのように管理されて

いるのであろうか。意外に市民に認識されていないように思われる。 

第５に，学業に必要なものとして各学校が保護者から直接徴収する

学校集金について検証する。学校集金は，学校ごとに完結しているも

のであり，地方公共団体の内部監査の盲点となっている事項である。 
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第６は，ＧＩＧＡスクール構想事業である。本市においても，小学

校，中学校，義務教育学校及び特別支援学校の児童生徒に１人１台の

タブレット型ＰＣの整備が完了し，学校現場におけるＩＣＴの効果的

活用は，焦眉の課題となっている。 

第７は，学校施設の管理についてである。本市においても学校施設

の老朽化が進んでおり，中には，安全性に問題があり，建て替えや修

繕が急ぎ必要な施設や箇所もあろうかと思われる。本市において，建

て替えや修繕の基準はどのように設けられているのか，また，建て替

えや修繕について，どの程度のお金が費やされているのか，いち早く

劣化状況を把握するための点検や検査はどのようなルールに則り，ど

のように行われているのか。 

最後は，学校における物品，特に備品や消耗品の管理についてであ

る。 

５ 外部監査の対象部署（略） 

６ 外部監査の対象期間（略） 

７ 外部監査の実施期間（略） 

８ 外部監査の方法（略） 

（１）外部監査の主な要点 

（２）主な外部監査手続 

９  外部監査従事者（略） 

１０ 利害関係（略） 

１１ 指摘・意見の件数 

指摘７件，意見１８件 
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第２ 外部監査の結果 

１ 本市学校及び教育費予算の概要 
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【令和３年度及び令和４年度教育費予算の概要】  
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２ いじめ 

（１）意義（略） 

（２）本市における取組 

ア いじめの現状（略） 

イ 関係法令及び例規（略） 

ウ 関連予算及び決算 

【令和３年度いじめ問題関連予算及び決算】 

項目 当初予算（円） 最終予算（円） 決算（円） 

いじめ問題 

対策連絡協議会

・ 

いじめ防止等

対策委員会の開催 

502,000 

いじめ防止等対策 

委員報酬として 

310,000 

いじめ問題対策連絡 

協議会委員報酬として 

36,000 

2,416,500 2,266,500 

いじめ防止等対策 

委員報酬として 

2,231,700 

いじめ問題対策連絡 

協議会委員報酬として 

28,800 

いじめ問題

対策推進事業 
156,000 156,000 6,000 

エ 具体的な取組 

（ア）市が実施する施策 

① 高知市いじめ問題対策連絡協議会 

本市は，「高知市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を定め，

いじめ防止などに関係する機関及び団体の連携を図るため，

「高知市いじめ問題対策連絡協議会」を設置している（市いじ

め防止基本方針７頁）。 

②  高知市いじめ防止等対策委員会 

本市では，市いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等の対
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策を実効的に行うため，教育委員会に「高知市いじめ防止等対

策委員会（以下「いじめ対策委員会」という。）」を設置してい

る（市いじめ防止基本方針７頁）。 

③  その他施策 

まず，いじめ防止に関する施策として，「いじめのない明るい

社会のために 今，私たちにできること」と題する保護者向け

のいじめ問題啓発・対応リーフレットを作成して，各学校に配

布している。また他にも，インターネット上のいじめに関する

リーフレットの作成や出前研修を行っている。次にいじめに関

する各種相談窓口（高知県警察本部生活安全部のヤングテレフ

ォン，高知県心の相談センター電話相談，Ｅメール相談，２４

時間子どもＳＯＳダイヤル）の電話番号やＥメールの連絡先を

記載したカードを作成し，全ての児童生徒に配布している。さ

らに，市いじめ防止基本方針に定められた内容の研修を学校で

年１回以上行っている。また，校内研修だけでなく，校長会や

教頭会，各教員の担当役職ごとの研修会も実施されている。 

（イ）学校が実施する施策 

学校いじめ防止基本方針の策定について，学校は，いじめ防

止対策推進法第１３条に基づき，国，県のいじめ防止基本方針

及び市いじめ防止基本方針を参酌し，その学校の実情に応じて

「学校いじめ防止基本方針」を定めなければならず，同方針に

以下の６項目を盛り込み，具体的な取組として年間計画に位置

付ける（市いじめ防止基本方針１０頁）。 

l いじめ防止のための取組 

l 早期発見・早期対応の在り方 

l 教育相談体制・生徒指導体制の確立 
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l 教員の資質向上に資する校内研修の充実 

l チェックリストの作成・実施 

l 基本方針のチェックと見直し（ＰＤＣＡサイクル） 

また，市いじめ防止基本方針は，「策定した『学校いじめ防止

基本方針』については，各学校のホームページへの掲載その他

の方法により，保護者や地域住民が『学校いじめ防止基本方針』

の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに，その

内容を，必ず入学時・各年度の開始時に児童生徒，保護者，関

係機関等に説明する。」（市いじめ防止基本方針１０頁）ことを

要請している。 

この点，一部の高知市立小・中学校のホームページを確認し

たところ，多くの学校のホームページに「学校いじめ防止基本

方針」が掲載されていたが，一部，掲載していない学校も存在

した。また，学校いじめ防止基本方針に盛り込むこととされて

いる上記６項目について全てを盛り込めていないものも散見

され，具体的な取組として年間計画に位置付けていることが分

かるものは少なかった。各学校で策定した同方針について，保

護者や地域住民が容易に内容を確認できるような措置を各学

校が講じているかどうか，入学時・各年度の開始時に児童生徒，

保護者，関係機関などに内容を説明しているかどうかについて，

教育委員会では確認していない。 

また，教育委員会において，学校における学校いじめ防止基

本方針の策定状況の公表を行っていることは確認できなかっ

た。 

次に，「組織の設置」について，ヒアリングによれば，学校全

てにおいて，学校いじめ対策組織が設置されていることが確認
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できた。また，学校いじめ対策組織の会議内容に関する議事録

について，教育委員会において，各学校における議事録の作成

状況について把握していることは確認できなかった。 

（ウ）重大事態への対処 

本市では，令和２年度，令和３年度ともに重大事態事案が複

数発生しており，各学校からの報告も受けているとのことであ

るが，具体的な発生件数及びその詳細については，学校及び個

人の特定につながるおそれがあることから，回答を得ることが

できなかった。 

いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおいて，調

査により把握した情報の記録は，原則として各地方公共団体の

文書管理規則などに基づき適切に保存するものとし，個別の重

大事態の調査に係る記録については，指導要録の保存期間に合

わせて，少なくとも５年間保存することが望ましいとされる

（いじめの重大事態の調査に関するガイドライン１１頁）。ヒ

アリングによれば，本市における文書管理規則としては，高知

市文書管理規程や高知市教育委員会文書管理規程が定められ

ているが，重大事態の調査に係る記録について何年間，どこで

どのように保存し，また，どのように廃棄するのかについて明

確な定めは存在しない。 

（３）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

関係法令・例規に照らして，いじめ問題への取組が適切に行わ

れているか 

イ 外部監査の結果及び意見 

u 市いじめ防止基本方針においては，教育委員会が，学校いじめ防
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止基本方針について，それぞれ策定状況を確認し，公表すること

となっている。しかしながら実際には，学校いじめ防止基本方針

の策定状況の公表は行われていない。教育委員会は，本市ホーム

ページなどにおいて，学校いじめ防止基本方針を一覧できる形で

公表するなどの対応を検討するべきである【指摘】 

u 教育委員会においては，学校いじめ防止基本方針が，市いじめ防

止基本方針の定める上記６項目を盛り込んだものとなっている

か，いじめ防止に関する具体的な取組が年間計画に正確に位置付

けられているかを改めて確認し，問題があれば，市いじめ防止基

本方針に沿う内容に「学校いじめ防止基本方針」の改定をするよ

う指導することが望ましい【意見】 

u 市いじめ防止基本方針において，いじめの認知は，特定の教職員

のみによることなく，学校いじめ対策組織を活用して行うものと

されているところ，学校いじめ対策組織での議事録の作成は，い

じめ事案への対応に関する事後的な検証にあたり必要不可欠な

ものである。教育委員会は，学校に対し，議事録の作成を行うよ

う周知徹底することが望ましい【意見】 

u 個別の重大事態の調査に係る記録については，指導要録の保存期

間に合わせて，少なくとも５年間保存することが望ましいとされ

ている。本市は，重大事態の調査に係る記録やいじめ事案の調査

に関する記録について，どのような資料を，何年間，どこでどの

ように保存し，廃棄するのかについて明確な定めは存在しない。

重大事態の検証は，同種事案の予防に不可欠であり，重大事態に

関する調査記録の保存は重要である。教育委員会は，いじめ事案

の調査記録に関し，保存すべき記録の範囲，保存年限，廃棄方法

につき別途規定を設けることが望ましい【意見】   
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３ 不登校 

（１）意義（略） 

（２）本市における取組 

ア 本市における不登校児童生徒数及び割合（略） 

イ 不登校の要因・背景・復帰（略） 

ウ 関係法令及び例規 

① 教育機会確保基本指針 

教育機会確保基本指針が定める不登校児童生徒支援に関する

主な施策は，以下のとおりである。 

l 教育支援センターは，通所希望者に対する支援のみならず，

通所を希望しない不登校児童生徒に対する訪問支援を実施

するなど，支援の中核となるよう機能強化を促進すること。

教育委員会・学校と民間の団体の連携などによる支援を行う

取組も推進すること 

l 経済的に困窮した家庭を対象として，民間の団体など学校以

外の場で学習を行う支援について検討を加え，その結果に基

づいて必要な措置を講ずること 

l 保護者に対し，支援を行う機関や保護者の会に関する情報提

供を促すほか，指導要録上の出席扱いや通学定期乗車券の取

扱い制度の周知を徹底すること 

② 「不登校児童生徒への支援の在り方について」（元文科初第６９

８号） 

本通知は，不登校児童生徒への支援にあたっての基本的な考え

方を示した上で，主に以下のような方策を挙げている。 

l 教育支援センターやフリースクールなどの民間施設，ＩＣＴ

を活用した学習支援など，多様な教育機会を確保すること 
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l 自宅においてＩＣＴなどを活用し学習活動を行った場合の

指導要録上の出欠の取扱いについては，校長が当該児童生徒

に対する対面指導や学習指導の状況などを十分に把握する

ことなどの要件を満たした上で，指導要録上出席扱いとする

ことができること 

l 在籍校の校長が当該児童生徒の出席扱いについて適切・有効

であると判断する場合の基準について，児童生徒の努力を学

校として評価し，将来的な社会的自立に向けた進路選択を支

援するという趣旨から，学校や教育委員会において一定の基

準を作成しておくこと 

エ 関連予算及び決算（令和３年度） 
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【令和３年度予算及び決算】 

項目 当初予算

（円） 

最終予算

（円） 

決算 

（円） 

不登校対策総合支援事業 

（「不登校予防・支援のアンケート

調査用紙」の費用） 

1,791,000 1,791,000 1,738,900 

教育支援センター事業 5,720,000 5,720,000 5,373,502 

高知市スクールカウンセラー

配置事業 
5,610,000 5,610,000 5,609,532 

高知市スクールソーシャル

ワーカー活用事業 
40,467,342 40,467,342 40,466,086 

不登校対策アドバイザー

派遣事業 
15,224,000 14,261,379 14,261,379 

オ 具体的な取組 

（ア）不登校対策総合支援事業 

（イ）教育支援センター事業 

本市では，教育委員会教育研究所の内部組織として，「教育支援セ

ンターみらい」（以下「みらい」という。）を設置している。 

（ウ）高知市スクールカウンセラー配置事業 

各学校に配置されているスクールカウンセラーとは別に，臨床心

理士の資格を有し，不登校児童生徒支援に関する専門性が高いスク

ールカウンセラーを，みらいに１名（会計年度任用職員）配置して

いる。 
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（エ）高知市スクールソーシャルワーカー活用事業 

本市においても，社会福祉士などの教育と福祉の両面に関して専

門的な知識を有するスクールソーシャルワーカー（会計年度任用職

員）を教育研究所に配置し，１６中学校区へ１５名，特別支援学校

及び義務教育学校へ１名の合計１６名のスクールソーシャルワー

カーを派遣している。 

（オ）不登校対策アドバイザー派遣事業 

（カ）その他の取組 

上記の事業の他，不登校児童生徒支援として本市が実施している

取組は，以下の表のとおりである（高知市教育委員会「高知市の子

どもたちの未来のために 不登校支援ハンドブック」１６７頁抜

粋）。 

 

【高知市の不登校対策の取組】 
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① 不登校支援担当者の配置・不登校支援委員会の開催 

不登校支援担当者を各学校に必ず１人置いており，各学校に不登

校支援委員会が設置されている。 

② 不登校支援担当者研修会及び不登校担当教員連絡会の実施 

③ 不登校対策のスタンダード 

本市の学校には，不登校対策のスタンダードというものがあり，

子どもが特段の理由なく学校を欠席したときは，どの学校でも同じ

対応をしている。具体的には，欠席１日目に電話又は家庭訪問，欠

席２日目に再度電話又は家庭訪問，欠席３日目には必ず家庭訪問を

行い，チームでの支援を開始することになっている。 

④ アンケート調査の実施 

⑤ 校種間連携の追及 

本市では，小学校で行っていた支援を中学校に引き継ぐことを意

識することが大切であるという考えから，引継ぎシートの活用を促

している。 

⑥  リーフレットの発行 

⑦  フリースクールとの連携 

（３）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

関係法令・例規に照らして，不登校問題への取組が適切に行わ

れているか 

イ 外部監査の結果及び意見 

u 不登校児童生徒に対する経済的支援の実施について，例えば，鳥

取市では，一定の基準を満たしたフリースクールに通所する児童

生徒の保護者のうち，収入や居住場所などの要件を満たす者に対

し，通所費，通所に係る交通費及び実習費などについて助成する
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制度を設けている。また，佐賀県江北町では，フリースクールへ

の入学準備金として２万円，学費と交通費については，併せて月

額４万円を上限に奨学金として交付する奨学金制度を設けてい

る。本市においても，経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒が，

フリースクールなど学校以外の場で学習を行う場合の経済的支

援について検討することが望ましい【意見】 

u 不登校児童生徒の保護者に対し，不登校児童生徒に対する支援を

行う機関や保護者の会などに関する情報提供，指導要録上の出席

扱いや通学定期乗車券の取扱い制度を周知することについて，教

育委員会が特段の周知方法を採用している事実は確認できなか

った。教育委員会は，このような情報提供や制度の具体的な周知

方法につき，検討することが望ましい【意見】 

u 本市では，自宅においてＩＣＴなどを活用した学習活動を行った

場合の指導要録上の出席扱いに関しては，在籍校の校長が判断を

行うことになっているため，その判断は必ずしも容易ではない。

教育委員会において，児童生徒の指導要録上の出席扱いにつき，

適切・有効であると判断する場合の画一的な基準・目安を作成す

ることが望ましい【意見】 
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４ 就学援助制度 

（１）意義（略）  

（２）本市における取組 

ア 関連予算及び決算 

【就学援助制度に係る令和３年度予算及び決算】 

 

イ 就学援助制度の利用状況（略） 

ウ 関係例規及び本市の取組 

学校教育法第１９条の規定を受け，本市においては，就学援助

の対象者，申請方法，認定基準及び就学援助の種類などについて

規定した高知市就学援助規則（以下「援助規則」という。）を定め，

さらに，同規則の施行に際して，同規則の細則を規定した高知市

就学援助事務処理要綱（以下「援助要綱」という。）を定めている。 

就学援助の対象者は，原則として，本市に居住する児童生徒の

保護者のうち， 
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①  生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 

②  要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると教育長が        

認める者 

のいずれかである（援助規則第２条）。 

このうち，②の「教育長が認める者」については，別途対象者

の基準が設けられており， 

a 就学援助の認定を受けようとする年度又はその前年度にお

いて生活保護の停止または廃止を受けた者 

b  認定を受けようとする年度分の市民税が，非課税または地方

税法第３２３条により減免の扱いを受けた者 

c  認定を受けようとする年度の収入額が，別に定める基準に基

づき算出される額（「需要額」という。）の１．３倍未満の者 

d  上記のほか，教育長が特に援助が必要と認める者 

のいずれかに該当する者である（援助要綱第３条）。 

教育長は，上記申請があった場合，その内容を審査し，就学援

助の可否を決定する（援助規則第４条第１項）。 

ヒアリングによれば，②の c の認定に関しては，申請者世帯の

合計所得金額から，社会保険料や生命保険料などの控除をした申

請者世帯の所得額（世帯所得）と，生活保護の判定に用いられる

世帯需要額を基礎に本市が独自に設定した基準額（需要額）を１．

３倍した金額（認定上限収入）とを比較して，世帯所得が，認定

上限収入を超過している場合には，原則として，要保護者に準ず

る者とは認められない。 

この点，需要額の算定方法は，「生活保護法による保護の基準」

記載の表（地域ごとに基準額が異なり，同基準表によれば，本市

は２級地 −１に分類される。）（以下「生活保護基準表」という。）
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1をもとに，世帯別需要額，個人別需要額を算出し，さらに需要額

加算・減算として，母子父子家庭加算，他からの援助額の減算及

び住宅扶助額加算を行った上で算出される。 

このうち，世帯別需要額は，生活保護基準表の基準生活費の額

のうち，［第２類の基準額＋冬季加算額＋（期末一時扶助×世帯人

員）＋住宅扶助］×１２（か月）で算定され，個人別需要額は，

生活保護基準表の基準生活費の額のうち，第１類の額×１２（か

月）（ただし，小・中学生は（第１類の額＋教育扶助基準額＋学校

給食費）×１２（か月）として計算する。）を合計した値で算定さ

れる。 

このようにして算出された需要額を１．３倍したものが，認定

上限収入額である。 

審査の結果，援助決定を開始する場合には，「援助決定（変更）

通知書」が申請者に交付され，申請を却下する場合には，認定申

請却下の理由を記載した「就学援助認定申請の却下について（通

知）」が交付される。 

就学援助認定申請却下の理由については，特に，世帯所得が認

定上限収入を超過するとして申請を却下する場合には，以下のと

おり別紙をつけて，世帯構成及び「判定計算明細」を記載し，世

帯所得が認定上限収入を超えることを説明している。 

 

 

 

 

 
1 生活保護法による保護の基準（昭和 38 年 4 月厚生省告示第 158 号）

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0 
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【判定計算明細】 

世帯別需要額・・・① 

（世帯構成人数◯人） 

◯  

個人別需要額合計・・② ◯ 

需要額加算・減算額・・③ ◯ 

母子父子加算額 ◯ 

他からの援助減算額 ◯ 

住宅扶助加算額 ◯ 

需要額合計Ａ（①＋②＋③） ◯

（円） 

認定上限収入Ｂ（Ａ×1.3） ◯

（円） 

次に，就学援助認定申請の却下，認定期間の終了又は援助費の

支給の停止を通知された申請者又は被認定者は，その通知に定め

られた期日までに，教育長に対して再審査を請求することができ

る（援助規則第１２条）。 

援助規則上，再審査請求の様式や，請求理由については特に記

載はないものの，本市では，特に，準要保護者からの申請に対し

て，上記②の a に該当しないとして就学援助認定申請を却下する

場合には，却下通知書に，「再審査の請求について」として，再審

査の請求手続きの案内を記載するとともに，「就学援助・再審査請

求書」の様式を同封している。他方，審査に必要な書類などの提

出が期限までになされなかった場合の援助認定申請却下につい

ては，再審査の案内はしていない。 

「就学援助・再審査請求書」の様式には，請求理由として， 

①  家計急変や，離職・転職・休職（育児休暇・療養休暇等）に

より，前年に比べて今年の所得が著しく減少する見込みであ

るため 
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②  就学援助で判定された世帯の構成が事実と異なるため 

を挙げているところ，当該「再審査」は，当初の審査請求につい

ての請求理由の是非を審査するというものではなく，特に①につ

いては，新たに生じた理由をもって再度審査するという立て付け

になっている。 

なお，本市では，上記①または②の請求理由を充足する者を，

準要保護者の認定要件のうちの，②の d「上記のほか，教育長が

特に援助が必要と認める者に該当する者」として，再審査で認定

している。具体的には，当該年の所得が前年に比して著しく減少

になる見込みがある者，破産宣告など生活状況に甚だしい変化が

ある者，実際の世帯状況で再審査した結果，認定上限収入額が世

帯所得を上回る場合などがこれに該当する。 

本市ではかかる再度の審査請求に対してさらに審査をし，請求

内容を妥当と認める場合には，却下通知を取り消した上で，就学

援助の認定をし，請求内容を不適当とする場合には，再度申請を

却下している。 

エ 就学援助項目及び支給方法（略） 

オ 就学援助申請などの状況（略） 

カ 就学援助費の返還 

就学援助費の返還方法や返還の流れを定めた手引きは，不見当

である。 

（３）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

関係法令・例規に照らして，就学援助制度が適切に運用されて

いるか 

イ 外部監査の結果及び意見 
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u 就学援助費の返還については，担当責任者や返還手続きを定めた

規定がなく，原則として，学校現場の教職員が，保護者に対して

返還を求めている。毎年の就学援助費の返還発生件数は，２００

名を超え，令和２年度に至っては，３００名を超えているところ，

このような教職員の負担は小さくない。返還事務に関して，手引

きなどを作成し，教育委員会が一元的に管理する制度設計を検討

することが望ましい【意見】 

u 世帯所得が，認定上限収入を超過する場合には，就学援助申請は

却下されるところ，認定上限収入の基礎となる需要額の算定方法

を，申請者が，申請に際して十分に理解することは困難である。

また，却下通知書には，認定上限収入の判定計算明細を記載して

はいるものの，世帯別需要額及び個人別需要額の算定方法につい

ては明示されておらず，申請者においてこれを十分に検証するこ

とは難しい（なお，需要額の計算根拠となる，生活保護法による

保護の基準について，他の地方公共団体ではホームページなどで

公表している場合があるものの，本市においては公表されていな

い。）。認定上限収入の計算方法については，申請者にとっても，

計算及び検証が可能な程度に，算定式及びその根拠を公表するこ

とが望ましい【意見】 

u 再審査請求書の書式は，請求理由として，家計急変や，離職・転

職・休職（育児休暇・療養休暇など）により前年に比べて今年の

所得が著しく減少する見込みであるため，及び，就学援助で判定

された世帯の構成が事実と異なるため，の２点のみを挙げている

ところ，当初の審査が，世帯構成，申請の理由，収入状況などの

総合判断であれば，これらの理由以外による再審査請求もありう

るはずである。援助規則上も，再審査請求の理由を限定する規定
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はない。再審査請求の理由を限定するような誤解を与えぬよう，

再審査請求書の書式は，改訂することが望ましい【意見】 
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５ 教員の労務管理 

（１）意義 （略） 

（２）本市における取組 

ア 商業高校教職員数など 

以下は，商業学校の教職員数である。また，令和３年度の教職

員の人件費は，予算が計５億９，２９１万１，０００円，決算が

計５億８，８０６万７，０００円である。 

【商業高校（全日制）の教職員数（令和３年５月１日時点）】 

 校長 教頭 教員 期限付講師 養護教諭 事務職員 実習助手 用務員 非常勤講師 合計 

教職員数

（人） 
1 2 48 10 1 4 3 2 9 80 

イ 労働時間の定め 

（ア）関係法令及び例規（略） 

（イ）商業高校教員の労働時間の定め 

商業高校教員の所定労働時間は，「高知商業高等学校教員（全

日制の課程）の勤務時間の割振り等に関する規程」により，土

曜日と日曜日は週休日とした上で，「勤務時間は午前８時３０

分から午後５時まで」（その間に４５分の休憩時間を置くこと）

（同規程第３条）である。すなわち，午前８時３０分から午後

５時までの８時間３０分から，所定の休憩時間である４５分を

差し引いた７時間４５分が，商業高校教員の所定労働時間であ

る。 

また，「高知市立高等学校の教育職員の給与その他の勤務条

件の特別措置に関する条例 2」は，地方公務員法第２４条第５項

 
2 https://www1.g-reiki.net/city.kochi/reiki_honbun/r401RG00000313.html 
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並びに給特法第６条及び上記超勤政令に基づき，高知市立高等

学校の教員の給与その他の勤務条件について特例を定めてい

る。 

同条例によれば，教員に対し時間外勤務を命ずることができ

る場合は（以下「超勤３項目」という。）， 

①  学校行事に関する業務 

②  教職員会議に関する業務 

③  非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 

のいずれかに従事する場合で，臨時又は緊急にやむを得ない必

要があるときに限られる（高知市立高等学校の教員の給与その

他の勤務条件の特別措置に関する条例第６条）（「生徒の実習に

関する業務」が記載されておらず，超勤４項目よりも狭い）。 

ウ 労働時間の把握・管理 

（ア）関係法令及び例規（略） 

（イ）商業高校教員の労働時間の把握・管理 

商業高校では，統合型校務支援システムが導入された令和３

年度以降，庶務事務システムを利用した「出退勤オンライン打

刻」に加え，ＩＣカードを利用したタイムレコーダへの打刻に

より，出勤及び退勤を記録している。 

商業高校から庶務事務システムに入力されている教員の出

勤簿の提出を受け，出勤時刻，退勤時刻，時間外労働などの記

載を確認したところ，出勤・退勤時刻は，ＩＣカードでの打刻

や庶務事務システムの利用により，１分単位で入力されていた

3。また，上述したとおり，商業高校の始業時間は午前８時３０

 
3 他方で，給特法の適用のない事務職員の出勤簿には，時間外労働時間を記載する

「時間外」の箇所が，自己申告で，5 分単位以上で記載されていた（例えば，

17:15〜20:15）。  



 

  25  

分，終業時間は午後５時，所定労働時間は７時間４５分のとこ

ろ，これを超えるものは時間外労働となるが，超過した時間が

あっても「時間外」の箇所には記載がない。さらに，「出張・外

勤（無帰庁）」と記録されている教員については，学校を出た時

間が退勤時間として記録されているのみで，その後の労働時間

は記録されていなかった。また，時間外勤務を命じる際の校長

の明確な業務命令は確認できなかった。 

加えて，上記の労働時間の把握方法以外に，商業高校におい

て，在校等時間を意識して，在校等時間の把握のために特段講

じられている方法は確認できなかった。 

エ 医師による面接指導の実施 

（ア）関係法令（略） 

（イ）本市の取組 

ヒアリングによれば，商業高校では，上記医師による面接指

導の対象となる教員に対して，「面接指導申出確認書」を渡し，

医師による面接指導の希望の有無を照会している。 

同書面には，「時間外勤務状況」として，出退勤オンライン打

刻による「出勤」及び「退勤」時間から，所定労働時間の始業

時刻である午前８時３０分及び終業時刻である午後５時を超

過する労働時間を１か月分合算したもの（例えば，１日の「出

勤」時刻が午前８時２４分，「退勤」時刻が午後６時５０分の場

合，これらと，始業時刻及び終業時刻の差である合計１時間５

６分を，１日の時間外労働時間として算定している。）が記載さ

れ，医師の面接指導について，「希望する」，「希望しない」を回

答することができる様式となっている。同書面の下段において

「※「長時間勤務者に対する医師との面接指導」について，１
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月の時間外勤務が８０時間以上，かつ疲労の蓄積がある場合，

本人の申し出により，医師（産業医）による面接指導を受ける

ことができます。」との記載がある。 

（３）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

① 商業高校教員の労働時間の把握について，関係法令・例規

に照らして，適切な運用がなされているか 

② 労働安全衛生法上の医師による面接指導につき，関係法令

に照らして，適切な運用がなされているか 

イ 外部監査の結果及び意見 

u 商業高校教員の時間外勤務は，超勤３項目の業務で，かつ臨時ま

たは緊急のやむを得ない場合に限り，従事させることができる。

教育委員会及び校長は，教員をかかる業務に従事させるためには，

超過勤務命令を発出しなければならないことを今一度徹底する

必要がある。また，時間外勤務を行った場合には，その内容を教

員に報告させ，実態を調査するなど，時間外勤務の実態の把握を

する必要がある【指摘】 

u 在校等時間が新たに設けられ，その上限規制も設けられたことか

ら，教育委員会及び学校は，在校等時間の把握を正確に行う必要

がある。特に，校外において職務として行う研修時間や，児童生

徒の引率等の職務に従事している時間，在校等時間から除外され

る勤務時間外における自己研鑽の時間その他業務外の時間につ

いては，大半が教員の自己申告となることが想定される。教育委

員会は，在校等時間に含まれる校務の整理，在校等時間の算定方

法，教員の自己申告による場合の自己申告方法や在校等時間にお

ける勤務実態の把握方法について検討し，学校への周知を徹底す
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べきである【指摘】 

u 労働安全衛生法上の超過勤務情報における労働時間の計算方法

が誤っている。商業高校は，休憩時間は考慮せず，単に，出退勤

オンライン打刻による「出勤」及び「退勤」時間から，所定労働

時間の始業時刻及び終業時刻を超過する労働時間を１か月合算

したものを，時間外勤務時間として計算しているところ，正しく

は上述した算定式のとおり，「休憩時間を除き１週間あたり４０

時間を超えて労働をさせた場合におけるその超えた時間」を計算

しなければならない。超過勤務情報の基礎となる当該労働時間を

正しい算定方法で算出する必要がある【指摘】 

u 労働安全衛生法上の超過勤務情報を通知するにあたっては，面接

指導を行う場合の実施方法や時期などの案内も併せて行うこと

が望ましい【意見】 
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６ 学校集金 

（１）意義（略） 

（２）本市における取組 

ア 関係法令及び例規（略） 

イ 具体的な取組 

（ア）学校集金の種類及び金額（略） 

（イ）学校集金の公会計化（略） 

（ウ）現地調査 

Ａ小学校（児童数約１００名） 

本学校の会計区分は，①教材費及び実習費，校外活動費（集

団宿泊活動を含む。），②学校給食費，③団体会費であるスポー

ツ振興センター掛金と，④ＰＴＡ会費である。 

各預金通帳は，会計事務担当者が，職員室に隣接する休憩室

内にある防犯機能付きの金庫に保管し，届出印は，会計事務担

当者が，職員室内の鍵付きのキャビネットに保管している。上

記④集金用の預金通帳及び届出印は，教頭が鍵付きの自分の机

で管理している。 

この点，上記金庫の鍵は，シリンダーキーとダイヤル錠であ

る。金庫のシリンダーキーは，上述したキャビネットの中にあ

るが，同キャビネットの鍵自体は，職員室の壁にフックでかけ

て保管しており，誰でもアクセス可能であった。また，金庫の

ダイヤル錠は，番号が不明となると困るという理由で，常に解

錠されたままであった。金庫の内容物及び出し入れの記録はな

されていない。 

本学校では，学校集金要綱第６条に基づき，会計総括者や会

計担当者を指名する必要があることを，校長が認識していなか
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った。 

校長は，年度末に会計事務担当者が統合型校務支援システム

から帳票類を打ち出し，各帳票を閲覧しているものの，紙ベー

スで保管されている帳票と統合型校務支援システム上の帳票

の照合や，預貯金通帳の原本を収支状況と照合するなどの作業

はしていない。 

Ｂ小学校（児童数約４００名） 

本学校の会計区分は，①教材費及び実習費，校外活動費（集

団宿泊活動を含む。），②学校給食費，③団体会費であるスポー

ツ振興センター掛金，④ＰＴＡ会費である。 

現金での集金については，一部の児童が購入する教材や習字

セットなどの学用品の費用の集金を現金で行っており，集金袋

を児童に渡し，児童が持参した集金袋は，各クラスの担任が預

かる。クラス担任が預かった集金袋については，学年ごとに設

けられた金庫に保管しており，それぞれの金庫の鍵は，学年主

任が管理している。金庫内の内容物及び出し入れの記録は，金

庫全てにつき確認できなかった。 

また，保護者の預金口座からの引き落としが，残高不足など

によりできなかった場合には，児童に集金袋を渡し，現金で持

参してもらっている。児童が持参した集金袋については，会計

事務担当者が各クラスの担任から預かり，上記①集金用の預金

口座へ入金しているが，その際に児童に対して，預かり証など

の発行は行っておらず，集金袋に預かった日付を記載している。 

また本学校では，会計事務担当者が，上記①集金用の預金口

座から，上記②及び④集金用の預金口座にそれぞれの集金額を

入金しているところ，上記④については，他の集金用口座とは
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異なる金融機関の預金口座を使用していることもあり，上記①

の集金用の口座から，年に２回の集金分をまとめて現金で出金

した後，別の金融機関に赴き，当該金融機関の預金口座に入金

している。 

また本学校では，各会計の収支状況及び執行内容について，

その都度，校長が確認を行っているとのことであったが，学期

毎または年度末になされるべき，各会計の収支状況及び執行内

容についての定期的な検査は行っていない。 

Ｃ小学校（児童数約７００名） 

本学校の会計区分は，①教材費及び実習費，校外活動費（集

団宿泊活動を含む。），②学校給食費，③団体会費であるスポー

ツ振興センター掛金，④ＰＴＡ会費である。 

各預金通帳は，上記④集金用の預金通帳については教頭が，

その他の預金通帳については，会計事務担当者が，鍵のかかる

金庫において保管し，各届出印は，校長が，鍵付きの机の引き

出しで管理していた。金庫は職員室に置かれており，教頭が，

金庫の鍵を鍵付きの机の引き出しで管理していた。当該机の鍵

は，職員室内で他の鍵とともに保管しているものの，どの鍵が

当該机の引き出しの鍵であるかは，一部の教員，管理職及び会

計事務担当者しか知らない。金庫の出し入れの記録及び内容物

の記録は確認できなかった。 

現金での学校集金については，一部の児童が購入する教材や

体操着などの学用品費の集金を現金で行っている。集金袋を児

童に渡し，児童が持参した集金袋は，各クラスの担任が預かり，

当該担任が，職員室にて集金担当の教員に手渡しし，当該教員

が上述した金庫に入れたり，職員室内の専用の集金箱に入れる
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などして保管することになっている。保護者の預金口座からの

学校集金の引き落としが，残高不足などによりできなかった場

合には，学校から保護者に対して振込みを依頼しているが，集

金袋で現金を持参している児童もいる。児童が持参した集金袋

については，会計事務担当者が各クラスの担任から預かって，

上記①集金用の預金口座へ入金しているが，その際に児童に対

して預かり証の発行はしておらず，預かった日付を会計事務担

当者が記録しているのみであった。 

Ｄ中学校（生徒数約２００名） 

本学校の会計区分は，①教材費及び実習費，校外活動費（集

団宿泊活動を含む。），②学校給食費，③団体会費であるスポー

ツ振興センター掛金，④ＰＴＡ会費，⑤生徒会費である。 

学校集金は，上記会計区分ごとに設けられた校長名義，教頭

名義ないしＰＴＡ会長名義の預金口座で管理されている。 

学校集金は，まずは保護者の預金口座からの引き落としによ

り，会計区分に関係なく全ての集金が，上記①集金用の校長名

義の預金口座（本学校では，「校納金」会計名目の預金口座）に

入金される。次に会計事務担当者により，当該口座から，上記

②，④及⑤の集金用の預金口座に，種別ごと，それぞれの集金

額を預け入れている。上記③のスポーツ振興センター掛金につ

いては，上記①集金用の預金口座から，独立行政法人日本スポ

ーツ振興センターに対して，直接掛金を振り込んでいる。 

なお，本学校では，上記「校納金」名義及び上記各学校集金

に利用される預金口座の他にも，校長名義での休眠預金口座が

３つ存在する（学年ごとの教材費会計名目での預金口座）。他に

も，スポーツ振興センター掛金会計名目での預金口座も開設し
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ているところ，上述したとおり，同掛金は，上記①集金用の預

金口座から直接独立行政法人日本スポーツ振興センターに支

払われているため，現在，本預金口座は，かかる目的では使用

されていない。この預金口座は，学校が，公益財団法人日本教

育公務員弘済会からの助成金を受け取るための預金口座とし

て利用されている。 

預金通帳及び届出印は，事務室にある鍵付きの耐火書庫に保

管している。ＰＴＡ会費集金用の預金通帳は，教頭が，当該書

庫に保管している。耐火書庫のダイヤルの番号は，校長，教頭

及び会計事務担当者以外は知らないとのことである。耐火書庫

内の出し入れの記録及び内容物の記録は確認できなかった。 

保護者の預金口座から学校集金の引き落としが残高不足な

どによりできなかった場合には，クラスの担任から生徒に対し

て集金袋を渡し，生徒が現金の入った集金袋を学校に持参して

いる。生徒が持参した現金の入った集金袋は，各クラス担任が

預かり，預かった集金袋を会計事務担当者に手渡しし，同人が

会計区分ごとに，それぞれの校長名義の預金口座に直接入金し

ていた。その際に，生徒に対して預かり証の発行は行っていな

かった。 

本学校では，各会計の収支状況及び執行内容について，随時，

校長が確認を行っているとのことであったが，学期毎または年

度末になされるべき各会計の収支状況及び執行内容について

の定期的な検査は行っていなかった。 

  Ｅ中学校（生徒数約３００名） 

本学校の会計区分は，①教材費及び実習費，校外活動費（集

団宿泊活動を含む。），②学校給食費，③団体会費であるスポー
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ツ振興センター掛金，④ＰＴＡ会費，⑤生徒会費である。 

学校集金は，原則として，上記会計区分ごとに設けられた校

長名義，教頭名義ないしＰＴＡ会長名義の預金口座で管理して

いる。 

また本学校では，令和３年度において，上記⑤の生徒会費の

集金のうち４０万円を，上記④のＰＴＡ会費に振り替え，ＰＴ

Ａ会費の収入の一部としていた。このような運用は，部活動費

を支出する際の教員の負担を軽減するために行われていると

のことである。上記③については，上記①集金用の預金口座か

ら独立行政法人日本スポーツ振興センターに対して，直接掛金

を振り込んでいる。 

各預金通帳及び各届出印は，職員室にある鍵付きの耐火書庫

に保管している。耐火書庫内の出し入れの記録及び内容物の記

録は確認できなかった。 

Ｆ中学校（生徒数約５００名）（略） 

（３）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

関係法令・例規に照らして，学校集金業務が適切に行われてい

るか 

イ 外部監査の結果及び意見 

u 生徒会費名目で集金しながら，当該会計科目から，ＰＴＡ会費科

目に振り替た上で，ＰＴＡ会費として支出している学校があった。

このような取扱いは，「学校集金の各会計間の流用は，行ってはな

らない。」（学校集金要綱第１３条第１項）に反するものである。

教育委員会は，各学校の会計科目の整理状況を今一度確認した上

で，学校集金要綱の遵守を徹底させるべきである【指摘】 
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u 当該会計科目の利用目的とは異なる用途で預金口座を利用して

いた学校があった。教育委員会は，各学校に対して，会計処理を

より明確に行い，使用されていない預金口座がある場合は直ちに

解約するよう指導することが望ましい【意見】 

u 預金通帳，金融機関届出印及び現金を保管する金庫につき，当該

金庫を解錠するための鍵の管理が不十分な学校があった。教育委

員会は，各学校に対して，重要な鍵については，管理職や会計事

務担当者のみがアクセス可能な状態で管理するよう指導するこ

とが望ましい【意見】 

u 学校集金用の預金口座間で出金及び預入れをする際に，口座振込

ではなく，現金で引き出した上で，他の金融機関まで持参し，当

該金融機関の預金口座へ入金する運用を行っている学校が散見

された。紛失や盗難リスクのある方法であり，学校集金の管理と

して不適切である。教育委員会は，各学校に対して，学校集金用

の口座間の資金移動は，現金によることなく，口座振込とするよ

う指導することが望ましい【意見】 

u 学校集金を現金で受領する際，統合型校務支援システムには，会

計事務担当者が，受領した現金を預金口座に入金した日付しか記

録が残らない。教育委員会は，各学校に対して，現金を受領した

際には，児童生徒に対し預かり日を記入した預かり証を発行し，

学校においてその預かり証の控えを保管する取扱いをするよう

指導することが望ましい【意見】 

u 金庫や耐火書庫の内容物や出し入れの記録を付けていない学校

がほとんどであった。教育委員会は，各学校に対して，預金通帳，

届出印，現金その他貴重品については，内容物や出し入れの記録

を作成し保存するよう指導することが望ましい【意見】 
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７ ＧＩＧＡスクール構想事業 

（１）意義（略） 

（２）本市における取組 

ア ＧＩＧＡスクール環境整備の現状 
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【ＧＩＧＡスクール環境整備進捗状況】 

整備内容 国の整備目標 令和２年度までの

整備数 

令和３年度整備数 

ネットワーク整備 無線ＬＡＮ100％ 
10Ｇｂｐｓ60 校 

無線ＬＡＮ100％ 
− 

タブレット端末 

学習用：1 人 1 台 

指導者用：授業

を担任する教師

1 人 1 台 

小学 4 年生～中学

3 年生 

14,271 台 

小学 1 年生～小学

3 年生，教員，市

教委指導主事 

8,195 台 

高知特支（高等

部）66 台 

タブレット収納庫 − 
59 校 

770 台 

11 校 

14 台 

電子黒板 
各普通教室 1 台 

特別教室用 6 台 

59 校 

862 台 

10 校 

11 台 

デジタルドリル − 

経済産業省の 

事業を活用し， 

無償利用 

デジタルドリル 

ライセンス購入 

計 59 ライセンス 

デジタル教科書 

（指導者用） 
− 

58 校 

総ライセンス 980 個 

58 校 

総ライセンス 980 個 

ローカルブレ

イクアウト 
− 1 校 56 校 

コールセンター − − 全 60 校 

上記のうち，主な環境整備事業に係る予算及び契約金額は，以

下のとおりである。 
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【ＧＩＧＡスクール環境整備事業費】 

内容 予算（円） 契約金額（円） 

校内通信ネットワーク整備費 908,800,000 809,600,000 

タブレット端末購入費 1,010,550,000 976,147,700 

電子黒板賃借料 19,694,906 19,681,376 

ローカルブレイクアウト整備費 50,473,000 44,121,880 

その他（MicroSD カード， 

web カメラ購入費など） 
39,276,000 23,812,206 

合計 2,028,793,906 1,873,363,162 

イ ＧＩＧＡスクール環境整備に係る管理及び維持費 

タブレット端末については，５年使用を想定しているが，５年

後の更新時期に改めて機器を取得するのか，従前の端末を継続使

用するのかは未定である。本市は，上記のとおりＧＩＧＡスクー

ル環境整備に必要な機材・機器を整備したものの，特に大きな出

費が予想されるタブレット端末については，今後の設備点検費用，

管理費用及び更新費用につき，明確な見通し・更新計画を有して

いない。 

ウ タブレット端末の管理及び使用状況（略） 

エ ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業（略） 

オ ＩＣＴ支援員の配置 

日常的な教員のＩＣＴ活用の支援を行うＩＣＴ支援員（業務に

応じて必要な知見を有する者）については，教育のＩＣＴ化に向

けた環境整備５か年計画（２０１８年度から２０２２年度）にお

いて，上記のとおり，４校あたり１人の配置が求められている。 

この点，令和３年度の本市におけるＩＣＴ支援員は，全学校数

６０校に対して，２名が配置されているにすぎない。ＩＣＴ支援
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員の配置状況は，全国平均が５．７校に１人で，大きな地域差が

生じている。 

（３）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

国のＧＩＧＡスクール構想事業の方針に従って，ＧＩＧＡスク

ール環境整備事業に適切に取り組んでいるか 

イ 外部監査の結果及び意見 

u ＩＣＴ支援員は，全学校数６０校に対して，２名が配置されてい

るにすぎない。速やかに支援員を増員するための措置を検討する

べきである【指摘】 

u 巨額の更新費用が予想されるタブレット端末について，本市は，

今後の設備点検費用，管理費用及び更新費用につき，明確な見通

しを持っていない。早急に対策及び整備計画を検討することが望

ましい【意見】 
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８ 学校施設の維持管理 

（１）意義（略） 

（２）学校施設の点検・検査 

ア 関係法令及び例規（略） 

イ 本市における取組 

学校における施設・設備の点検・検査についてみると，建築基

準法や消防法などにより，専門業者による点検が求められている

ものと，学校保健安全法により，日々学校施設を利用する教職員

による日常点検・定期点検が求められているものに分類される。

前者については，担当課が，入札など各々の類型に適した手法に

より業者を選定し，法律に基づいて義務づけられる点検業務を委

託・実施している。担当課から提出を受けた資料によれば，関係

法令などに定められている点検，安全確認につき，令和４年度の

点検業務，契約期間及び契約金額を一覧にしたものが，以下の【学

校設備点検】である。後者については，学校毎に定められる学校

安全計画において具体的な安全点検の実施時期，内容が定められ

ている。 
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【学校設備点検】 
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また，これらに加えて，平成２４年９月本市議会において，天

井，照明器具，窓ガラス，外壁，内壁及び収納部材などのいわゆ

る非構造部材の点検調査の実施についての意見が出され，同年１

０月以降，毎年，全学校について非構造部材の点検調査がなされ

ている。当該調査は，文部科学省作成の「学校施設の非構造部材

の耐震化ガイドブック（改訂版）」（平成２７年３月改訂版）に照

らして実施されており，児童生徒の立入りの少ない夏休みなどの

長期休み期間中に，教職員が目視などにより確認し，以下の点検

チェックリスト（以下「点検リスト」という。）を作成の上，不具

合箇所を写真で撮影するなどして，教育委員会に報告している。 
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【点検チェックリスト（学校用）】 
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 さらに，後述する高知市立学校施設長寿命化計画によれば，

長寿命化を図るための維持管理項目及び手法として，以下の

【維持管理の項目・手法など】により，教育委員会が，建築基

準法１２条点検の他，年１回，施設及び遊具の劣化状況などを

把握するために実施する定期点検，故障情報，気象情報などに

より，学校に注意を促し状況把握する臨時点検をすることとな

っている。教育委員会は，建築基準法１２条点検については原

則３年に一度，臨時点検については，随時行っていることが確

認できた。定期点検については，本市では，上記【学校設備点

検】に掲げられた法定点検を除く項目（番号１１以降）を定期

点検と位置付けて実施しているとのことである。 
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【維持管理の項目・手法など】 

担当 項目 実施時期・目的・内容など 

市 

（教育委員会） 

維

持 

清掃 
快適な環境を維持するために，各点検に併せて清

掃を行う。 

改修・修繕 
建物および設備などの寿命を延ばすために実施

する。 

点

検 

定期点検 
年１回，施設及び遊具の劣化状況などを把握する

ために実施する。 

法定点検 
定められた期間ごとに，専門業者により実施す

る。 

臨時点検 
故障情報，気象情報などにより，学校に注意を促

し状況把握をする。 

情報管理 
点検，改修・修繕などの履歴を管理し，現状把握

をするとともに，計画に反映する。 

学校 

維

持 
清掃 

快適な環境を維持するために，各点検に併せて清

掃を行う。 

点

検 

日常点検 早期に異常を発見するために実施する。 

定期点検 
年 1 回または学期ごとの点検により，建物および

設備の異常の有無，兆候を発見する。 

臨時点検 
災害発生後などに被害状況の把握と危険性の判

断を行う。 

（３）学校施設の改築，改修及び補修 

ア 関係法令（略） 

イ 本市における取組 

  学校施設の改築，改修及び補修に関しての本市の主な取組は以

下のとおりである。 
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（ア）小中学校等施設整備事業 

   南海トラフ地震に備えて，地震発生時の児童生徒の安全を確

保すると共に，地域住民に安全な避難場所を提供するための老

朽化対策や，子どもたちのより良い教育環境づくりを目的とし

た学校施設などの整備を行うものである。 

令和３年度の事業費としては，１５億８，６９６万円（国交

付金３億８，１６６万５，０００円，起債１１億９，０４０万

円，諸収入６４万円）が計上されている。 

内訳は以下のとおりである。 

  小学校    大規模改造事業         １０億８００万円 

         耐震補強整備事業 4       ４，８００万円 

         防災機能強化事業 5          １００万円 

         施設整備事業 6           ２，５０１万円 

  中学校    大規模改造事業      ４億３，０００万円 

         防災機能強化事業          ２００万円 

         施設整備事業          ２，７９５万円 

  特別支援学校 大規模改造事業         ４，４００万円 

         施設整備事業            １００万円 

このうち，「大規模改造事業」とは，主に，トイレについての

和式から洋式への改造工事をいう。 

（イ） 高知市立学校施設長寿命化計画 

同計画によれば，学校施設の改修などの優先順位付けと実施

計画については，学校施設の各棟において，施設健全度評価点

数（総合点数）の低いものを優先的に整備していくことが基本

 
4 渡り廊下などの耐震補強工事 
5 学校施設のブロック塀改修工事，外壁改修工事 
6 学校施設の老朽箇所，危険箇所などの改修工事  
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とされる。施設健全度評価点数とは，屋根・屋上，外壁，内部

仕上げの３つの部位については，建築基準法１２条点検の結果

及び改修履歴・建設年より評価し，電気設備，機械設備の２つ

の部位については，部位の経過年数を基本にＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ

の４段階で評価し，かかる合計５つの部位の劣化状況を，１０

０点満点で数値化した評価指標である。 

① 改築 

改築とは，老朽化により構造上危険な状態にあったり，教

育上，著しく不適当な状態にあったりする既存の建物を建て

替えることをいう。 

長寿命化に係る手引きでは，建物の保守，運転・監視，警

備，清掃などを計画的かつ適切に行い，建物を将来にわたっ

て長く使い続けるため，耐用年数を延ばすために一連の保全

行為を行うことを長寿命化と定義している。 

長寿命化計画においては，かかる長寿命化を行う場合には，

建築後８０年を迎える建物が改築の対象となり，長寿命化を

行わない場合は，建設後５０年を迎える建物が改築の対象と

なる。もっとも，実施計画初年度への事業費の集中を回避す

るために，次年度以降に計画的に工事を繰延べることで，事

業費の平準化を図ることを目的として，長寿命化計画では，

以下のとおり，優先条件を設定している。 

「優先条件の順位」 

１：建設年度の古い棟 

２：大規模改造を過去行っていない棟 

② 長寿命化改修・大規模改造 

長寿命化改修とは，長寿命化の一環として，物理的な不具
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合を直し耐久性を高めることに加え，機能や性能を求められ

る水準まで引き上げる改修を行うことである。また大規模改

造とは，大規模な改修工事のことであり，経年劣化した建物

の部分または全体の現状回復を図るための大規模工事や，建

物の機能・性能を求められる水準まで引き上げ得る大規模な

工事がこれに該当する。 

長寿命化計画においては，長寿命化を行う場合は，建築後

４０年目に長寿命化改修工事，２０年目，６０年目に大規模

改造工事を行う。長寿命化を行わない場合は，建築後３０年

目に大規模改造工事を行う。これらについても以下のとおり，

事業費の平準化を目的とした優先順位を設定している。本市

においては，建築後４０年を経過する施設が多数を占めるた

め，実施計画において，長寿命化改修工事が集中する初年度

につき，改修時期を令和３年度以降に移行し，長寿命化改修

を１５年程度で実施する計画である。 

「優先順位の条件」 

１：建設年度の古い棟 

２：大規模改造を過去行っていない棟 

３：大規模改造を平成２５年度以降で実施していない棟 

③ 部位改修 

劣化状況評価において，「Ｃ」「Ｄ」に判定された部位があ

る建物は，部位改修の対象となる。 

これについても，以下のとおり，事業費の平準化を目的と

した優先順位を設定している。 

「優先順位の条件」 

１：建設年度の古い棟 
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２：大規模改造を過去行っていない棟 

この点，担当課から提出を受けた各学校施設の長寿命化検

討資料によれば，長寿命化計画の定める実施計画に従うと，

令和３年３月３１日現在，改築が必要な建築後８０年以上の

施設が，本市学校関連施設７６８棟中（商業高校を除く。），

１棟ある。また，長寿命化を行う場合に大規模改造工事が必

要な建築後２０年以上（４０年未満）の施設は，全７６８棟

中３４０棟あり，長寿命化改修工事が必要な，建築後４０年

以上（８０年未満）の施設は，７６８棟中３０９棟あって，

本市学校施設の約８割が，上記実施計画による長寿命化改修

工事及び大規模改造工事の対象施設となる。さらに，同資料

記載の施設健全度評価点によれば，令和３年３月末時点で，

全７６８棟中５５０棟が，部位補修が必要とされるＣ，Ｄと

判定された部位がある施設となっている。もっとも，本市は，

実際には，市の財政状況や学校現場への配慮から，長寿命化

計画の実施計画に定める条件及びスケジュールで，工事は実

施されていない。教育委員会の担当課では，長寿命化改修工

事の条件として，「建築後４０年を経過したもので，かつ，３

０年以上使用するもの」という条件を設定した上で，長寿命

化改修工事を行うとの運用を行っている（本条件は，文部科

学省の地方公共団体に対する学校施設環境改善交付金の交

付対象事業の一つである，長寿命化改良事業の対象学校施設

の基準を基礎に設定されている 7。）。担当課の説明によれば，

「今後３０年以上使用するもの」との判断は，児童生徒数が

 
7 「学校施設環境改善交付金交付要綱」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/unyou/20220620-mxt_kouhou02-
1.pdf 
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減少している反面，少人数学級の導入や特別支援学級の増加

など，学校施設を使用する環境が変わりつつあるため，長寿

命化改修工事は，学校施設の在り方を協議した結果を踏まえ

た上で，対象施設を検討するとのことであり，現状では，本

市の長寿命化改修工事の目処は立っていない。なお，上述し

た「大規模改造事業」は，トイレ老朽化対策にほぼ限定され

ており，長寿命化に係る手引きや長寿命化計画が定める「大

規模改造工事」とは工事内容が異なると思われる。部位補修

工事については，上記実施計画に関わらず，緊急性の高い箇

所から随時実施していると想定される。 

実際に，本市の条件設定に基づいて，令和３年度に完了し

た改築工事は０件，長寿命化改修工事は１件（行川学園屋内

運動場棟（令和３年３月３１日を基準として築３４年）（工

事費は約３，０００万円）（ただし本市は，本工事を長寿命化

計画に定める予防保全的改修（機能回復等）と位置付けてい

るところ，長寿命化計画に従えば，厳密には，本工事は築２

０年目に行われる「大規模改造工事」に該当するものであ

る。），大規模改造工事は２０件（うちトイレ改修工事が１４

件），部位補修工事は１１件である。また，令和４年度以降，

工事に着工もしくは着工はしていないものの，既に予算化さ

れ具体的な工事計画が作成されているものは，改築が０件，

長寿命化改修工事は０件，大規模改造工事は１０件（全てト

イレ改修工事），部位補修工事は１２件である。 

（４）学校施設の維持管理コスト 
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【今後の維持・更新コスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）現地調査（略） 

（６）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

関係法令及び例規に照らして，学校施設の維持管理が適切にな

されているか 

イ 外部監査の結果及び意見 

u 長寿命化計画に定められた実施計画については，計画とおりに実

施されていない。長寿命化計画は，令和２年６月に作成されたも

のであるが，本市の実情に見合った形で，改築，長寿命化改修工

事，大規模改造工事の内容や見通しについて，十分検討がなされ

た上で作成されたのか疑問がある。長寿命化計画には，長寿命化

を実行した場合の今後の学校施設の維持・更新コストの記載があ
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るが，令和３年度に実施された改築工事は０件，長寿命化改修工

事は１件，令和４年度の改築や長寿命化改修工事予算は０であり，

【今後の維持・更新コスト（長寿命化型）平準後】の目標数値が

達成される見込みは殆どない。本市の財政事情からして，国の補

助金事業に紐づけて改修工事を計画することには止むを得ない

側面があることは理解できるが，大規模工事が難しい場合でも，

部位補修を速やかに行うべき箇所を優先的に選別し，順次補修を

行うことで対応するなど，よりきめ細やかな対応を行うことで，

学校施設のさらなる長寿命化を実現することは可能であると思

われる。改築，長寿命化改修工事，大規模改造工事及び部位補修

工事のそれぞれにつき，今一度，工事内容，工事計画及び工事条

件を再度検討し，本市の実情に見合った長寿命化計画の実施計画

を策定するべきである【指摘】 

u 点検リストについて，点検結果記載欄のいずれかに○を付する際

に，施設に劣化があるにもかかわらず，異常が認められない，ま

たは対策済みを表すＡに○が付けられているものが散見された。

また，同じ学校であっても，年度毎に点検を実施した棟名に差異

が見受けられた。教育委員会は，なるべく画一的かつ学校施設の

実態を正確に反映した様式を作成し，学校側の裁量の余地の少な

い記載が可能となるよう点検リストの様式を工夫するとともに，

教育委員会が抜き打ち的に調査を行うなど，点検リストの正確性

を担保する施策を実施することが望ましい。また，点検リストの

提出を受けた際には，教育委員会が学校に対してフィードバック

を行い，劣化が進行している箇所は対応方針を学校と協議するな

ど，学校側がより正確な点検リストを提出するメリットを享受で

きるよう，点検リストの取扱いにつき，あわせて検討することが
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望ましい【意見】 
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９  物品の管理 

（１）意義（略） 

（２）本市における取組 

ア 検討対象（略） 

イ 関連予算 

令和３年度の本市市立小学校の配当予算のうち，消耗品費は，

計１億２，０７１万９，０００円（学校管理費，教材整備事業費，

図書整備事業費，特別支援学級費に含まれる消耗品費の合計額），

備品購入費用は，計１，１００万円である。また，令和３年度の

本市市立中学校の配当予算のうち，消耗品費は，計９，２３９万

３，０００円（学校管理費，教材整備事業費，図書整備事業費，

特別支援学級費に含まれる消耗品費の合計額），備品購入費用は，

計８５０万円である。 

ウ 関係例規 

まず，備品は，学校が，学校備品管理システムに登録し，物品

規則第３４条に従った標示をし，管理している。 

次に，消耗品は，消耗品を，公印，個人情報が入ったフラッシ

ュメモリー，ＨＤなど外部記憶媒体，貴重な美術工芸品，骨董品

等及び寄附により取得しその後管理を要する物品などを対象物

品とする「重点管理消耗品」，重点管理消耗品を除く１万円以上１

０万円未満の「比較的高価な消耗品」，１万円未満の「その他消耗

品」の３つに分類した上で，それぞれ管理方法を設けている。こ

のうち，重点管理消耗品については，担当課が作成した様式を用

いて，重点管理消耗品管理簿を作成し，学校で作成したラベル（管

理番号及び学校名を標記）で標示している。他方，比較的高価な

消耗品及びその他消耗品については，統合型校務支援システムや
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管理簿による登録・管理は特段行われておらず，比較的高価な消

耗品は，学校で作成したラベル（学校名，購入年度を記載）で標

示しているものの，その他消耗品については，ラベルでの標示は

不要である。 

（３）外部監査の結果 

ア 外部監査の着眼点 

関係法令及び例規に照らして，備品及び消耗品の管理が適切に

なされているか 

イ 外部監査の結果及び意見 

u 消耗品の中には，文房具類のように短期間に高頻度で消耗される

ことが想定され，１個当たりの金額が数百円のものから，キャビ

ネットや会議机のように，ある程度長期間の利用が想定され，金

額が数万円のものまで多種多様である。１万円未満の「その他消

耗品」についてまで，管理簿を作成し全てにラベルで標示するこ

とは，学校現場の負担を考慮しても現実的ではないが，学校現場

において，ある程度長期間の利用が想定され（減価償却資産の耐

用年数などを参考にすることも一案である。），かつ，価額が数万

円を超えるような比較的高価な消耗品については，別途管理簿を

作成して管理することを再検討することが望ましい【意見】 
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【別紙】指摘・意見一覧 

指摘  

章 No. 内容 

2 1 教育委員会は，本市ホームページなどにおいて，学校いじめ防止基本方針を一覧できる形で公表

するなどの対応を検討するべきである。 

5 2 教育委員会及び校長は，超勤３項目の業務に教員を従事させるためには，超過勤務命令を発出し

なければならないことを徹底する必要がある。また，時間外勤務を行った場合には，その内容を

教員に報告させ，実態を調査するなど，時間外勤務の実態の把握をする必要がある。 

3 教育委員会は，在校等時間に含まれる校務の整理，在校等時間の算定方法，教員の自己申告によ

る場合の自己申告方法や在校等時間における勤務実態の把握方法について検討し，学校への周知

を徹底すべきである。 

4 労働安全衛生法上の超過勤務情報の基礎となる労働時間を正しい算定方法で算出する必要があ

る。 

6 5 教育委員会は，各学校の会計科目の整理状況を今一度確認した上で，学校集金要綱の遵守を徹底

させるべきである。 

7 6 速やかにＩＣＴ支援員を増員するための措置を検討するべきである。 

8 7 改築，長寿命化改修工事，大規模改造工事及び部位補修工事のそれぞれにつき，工事内容，工事
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計画及び工事条件を再度検討し，本市の実情に見合った長寿命化計画の実施計画を策定するべき

である。 

意見  

章 No. 内容 

2 1 教育委員会においては，学校いじめ防止基本方針が，市いじめ防止基本方針の定める上記６項目

を盛り込んだものとなっているか，いじめ防止に関する具体的な取組が年間計画に正確に位置

付けられているかを改めて確認し，問題があれば，市いじめ防止基本方針に沿う内容に「学校い

じめ防止基本方針」の改定をするよう指導することが望ましい。 

2 教育委員会は，学校に対し，学校いじめ対策組織での議事録の作成を行うよう周知徹底すること

が望ましい。 

3 教育委員会は，いじめ事案の調査記録に関し，保存すべき記録の範囲，保存年限，廃棄方法につ

き別途規定を設けることが望ましい。 

3 4 経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒が，フリースクールなど学校以外の場で学習を行う場

合の経済的支援について検討することが望ましい。 

5 教育委員会は，不登校児童生徒の保護者に対し，不登校児童生徒に対する支援を行う機関や保護

者の会などに関する情報提供，指導要録上の出席扱いや通学定期乗車券の取扱い制度の周知方

法につき，検討することが望ましい。 



 

  3  

6 

 

教育委員会において，自宅においてＩＣＴなどを活用した学習活動を行った場合の児童生徒の

指導要録上の出席扱いにつき，適切・有効であると判断する場合の画一的な基準・目安を作成す

ることが望ましい。 

4 7 就学援助費の返還事務に関して，手引きなどを作成し，教育委員会が一元的に管理する制度設計

を検討することが望ましい。 

8 認定上限収入の計算方法については，申請者にとっても，計算及び検証が可能な程度に，算定式

及びその根拠を公表することが望ましい。 

9 再審査請求書の書式は，請求理由として，家計急変や，離職・転職・休職（育児休暇・療養休暇

など）により前年に比べて今年の所得が著しく減少する見込みであるため，及び，就学援助で判

定された世帯の構成が事実と異なるため，の２点のみを挙げているところ，当初の審査が，世帯

構成，申請の理由，収入状況などの総合判断であれば，これらの理由以外による再審査請求もあ

りうるはずである。援助規則上も，再審査請求の理由を限定する規定はない。再審査請求の理由

を限定するような誤解を与えぬよう，再審査請求書の書式は，改訂することが望ましい。 

5 10 労働安全衛生法上の超過勤務情報を通知するにあたっては，面接指導を行う場合の実施方法や

時期などの案内も併せて行うことが望ましい。 

6 11 教育委員会は，各学校に対して，会計処理をより明確に行い，使用されていない預金口座がある

場合は直ちに解約するよう指導することが望ましい。 
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12 教育委員会は，各学校に対して，重要な鍵については，管理職や会計事務担当者のみがアクセス

可能な状態で管理するよう指導することが望ましい。 

13 教育委員会は，各学校に対して，学校集金用の口座間の資金移動は，現金によることなく，口座

振込とするよう指導することが望ましい。 

14 教育委員会は，各学校に対して，現金を受領した際には，児童生徒に対し預かり日を記入した預

かり証を発行し，学校においてその預かり証の控えを保管する取扱いをするよう指導すること

が望ましい。 

15 教育委員会は，各学校に対して，預金通帳，届出印，現金その他貴重品については，金庫や耐火

書庫の内容物や出し入れの記録を作成し保存するよう指導することが望ましい。 

7 16 タブレット端末について，今後の設備点検費用，管理費用及び更新費用につき，早急に対策及び

整備計画を検討することが望ましい。 

8 17 教育委員会は，なるべく画一的かつ学校施設の実態を正確に反映した様式を作成し，学校側の裁

量の余地の少ない記載が可能となるよう点検リストの様式を工夫するとともに，教育委員会が

抜き打ち的に調査を行うなど，点検リストの正確性を担保する施策を実施することが望ましい。

また，点検リストの提出を受けた際には，教育委員会が学校に対してフィードバックを行い，劣

化が進行している箇所は対応方針を学校と協議するなど，学校側がより正確な点検リストを提

出するメリットを享受できるよう，点検リストの取扱いにつき，あわせて検討することが望まし
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い。 

9 18 学校現場において，ある程度長期間の利用が想定され，かつ，価額が数万円を超えるような比較

的高価な消耗品については，別途管理簿を作成して管理することを再検討することが望ましい。 

 

以上  


